
臆

俺

牡

卸

桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶

桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶

乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙

乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
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心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心
身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身
障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障
害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害
者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福
祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉
手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手
当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当

心
身
障
害
者
福
祉
手
当 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障
害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害
者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福
祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉
手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手

・
障
害
者
福
祉
手
当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当

　

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
お
よ
び

障
害
者
福
祉
手
当
の
所
得
制
限
額

は
、
下
表
の
通
り
８
月
以
降
も
据

え
置
か
れ
ま
す
。
現
在
受
給
中
の

方
は
、
手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
現
在
受
給
さ
れ
て
い
な
い

方
で
受
給
資
格
が
生
じ
た
方
は
、

障
害
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
）
へ

申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
を
行
わ

な
い
場
合
は
受
給
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
施
設
に
入
所
し
た
方

は
同
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
所
得
制
限
額
】本
人
所
得
が
３

６
０
万
４
０
０
０
円
で
、
扶
養
親

族
等
が
１
人
増
す
ご
と
に　

万
円

３８

を
加
算
し
ま
す
（
下
表
参
照
）

　

※
扶
養
親
族
等
の
う
ち
、
老
人

控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
老
人
扶

養
親
族
が
あ
る
場
合
は
、
１
人
に

付
き　

万
円
を
加
算
し
ま
す
。

２５

　
【
対
象
】①
心
身
障
害
者
福
祉
手

当
＝
市
内
に
住
所
が
あ
る　

歳
以

２０

上
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
。
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２

級
の
方
▽
愛
の
手
帳
１
度
～
３
度

の
方
▽
脳
性
ま
ひ
、
ま
た
は
進
行

性
筋
萎
（
い
）
縮
症
の
方
。
た
だ

し
、　

歳
を
超
え
て
新
た
に
障
害

６５

者
と
な
っ
た
方
と
、
施
設
に
入
所

し
て
い
る
方
は
受
給
で
き
ま
せ
ん

②
障
害
者
福
祉
手
当
＝
市
内
に
住

所
の
あ
る
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
。
身
体
障
害
者
手
帳
１

級
～
４
級
の
方
▽
脳
性
ま
ひ
、
ま

た
は
進
行
性
筋
萎
縮
症
の
方
。
た

だ
し
、
児
童
育
成
手
当
の
障
害
手

当
・
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
を
受

け
て
い
る
方
と
、
施
設
に
入
所
さ

れ
て
い
る
方
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、　

歳
以
上
で
新
た
に
手
帳

６５

を
取
得
さ
れ
た
方
に
は
制
限
が
あ

り
ま
す

特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特
別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別
障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障
害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害
者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手
当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当

特
別
障
害
者
手
当
等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等

　

特
別
障
害
者
手
当
お
よ
び
障
害

児
福
祉
手
当
の
所
得
制
限
額
が
上

表
の
通
り
据
え
置
か
れ
ま
す
。
こ

の
手
当
を
継
続
し
て
受
給
す
る
た

め
に
は
、
前
年
の
所
得
状
況
や
支

給
要
件
の
状
況
な
ど
を
届
け
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
届
け
出
が
な
い
場
合
、
今
年

の　

月
期
分
か
ら
の
手
当
を
支
給

１１
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
受
給
し
て
い

る
方
に
は
、
現
況
届
を
郵
送
し
ま

す
。
８
月　

日
（
月
）
～
９
月　

１０

１１

日
（
金
）
に
障
害
福
祉
課
（
市
役

所
１
階
）
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
】①
特
別
障
害
者
手
当
＝

　

歳
以
上
で
身
体
・
内
部
ま
た
は

２０精
神
に
著
し
い
障
害
が
あ
り
、
身

体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
ま
た
は

愛
の
手
帳
１
・
２
度
程
度
の
障
害

が
重
複
し
て
い
る
在
宅
の
方
②
障

害
児
福
祉
手
当
＝　

歳
未
満
で
、

２０

身
体
・
内
部
ま
た
は
精
神
に
著
し

い
障
害
が
あ
り
、
身
体
障
害
者
１

級
程
度
ま
た
は
愛
の
手
帳
１
度
程

度
の
方

　

※
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は

同
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
緯
４
７
０
・
７

７
４
７
へ
。

　

市
で
は
、「
東
久
留
米
市
ポ
イ
捨

て
等
の
防
止
及
び
路
上
喫
煙
の
規

制
に
関
す
る
条
例
」
に
よ
り
、
市

民
・
事
業
者
・
企
業
の
皆
さ
ん
と

と
も
に
ま
ち
の
美
化
活
動
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
【
ポ
イ
捨
て
等
の
防
止
】た
ば
こ

の
吸
い
殻
、
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
の

か
み
か
す
、
空
き
缶
、
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
の
投
げ
捨
て
の
ほ
か
、
ペ
ッ

ト
の
ふ
ん
を
放
置
す
る
な
ど
の
行

為
を
禁
止
し
て
い
ま
す

　
【
路
上
喫
煙
の
規
制
】路
上
喫
煙

を
規
制
し
携
帯
灰
皿
の
使
用
を
求

め
て
い
ま
す
。

　
【
路
上
喫
煙
の
禁
止
】特
に
人
通

り
の
多
い
東
久
留
米
駅
周
辺
を
終

日
路
上
喫
煙
禁
止
区
域
に
指
定
し

て
い
ま
す
（
下
図
参
照
）。

 　

環
境
美
化
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
下
表
の
日
程
で
実
施

し
ま
す
。
市
環
境
美
化
推
進
員
と

一
緒
に
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
活
動
を
行

っ
て
い
た
だ
け
る
方
を
歓
迎
し
ま

８

月

に

実

施

８

月

に

実

施

！！

環
境
美
化
マ
ナ
ー
ア
ッ

環
境
美
化
マ
ナ
ー
ア
ッ
ププ

キ

ャ

ン

ペ

ー

キ

ャ

ン

ペ

ー

ンン

中
止
）。

　
【
活
動
内
容
】駅
周
辺
や
滝
山
交

番
周
辺
の
清
掃
、
啓
発
物
品
の
配

布
 　

市
で
は
、
都
の
緊
急
雇
用
対
策

に
基
づ
き
、　

年
３
月
ま
で
の
各

２２

月
５
日
間
、
駅
東
口
・
西
口
・
北

緊

急

雇

用

対

緊

急

雇

用

対

策策

関

連

事

関

連

事

業業

口
に
お
け
る
街
頭
啓
発
活
動
（
午

前
６
時
～
午
後　

時
）
と
、
駅
周

１１

辺
の
路
上
喫
煙
禁
止
区
域
お
よ
び

市
内
全
域
の
車
両
広
報
活
動
（
午

前
８
時
～
午
後
７
時
）
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
各
所
に
は
市
シ
ル
バ

ー
人
材
セ
ン
タ
ー
か
ら
新
規
雇
用

者
を
従
事
さ
せ
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
理
解
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

詳
し
く
は
環
境
政
策
課
緯
４
７

０
・
７
７
５
３
へ
。

　

新
聞
・
雑
誌
・
段
ボ
ー
ル
・
古

布
・
ア
ル
ミ
缶
な
ど
は
、
家
庭
か

ら
出
さ
れ
る
ご
み
の
中
で
、
資
源

と
し
て
再
利
用
で
き
る
も
の
で
す
。

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
で
組

織
す
る
団
体
が
、こ
の
よ
う
な「
資

源
ご
み
」
を
市
が
指
定
す
る
再
生

資
源
取
扱
業
者
に
引
き
渡
し
た
場

合
、
そ
の
回
収
量
に
応
じ
て
報
奨

金
を
交
付
す
る
「
資
源
回
収
報
奨

金
制
度
」
を
設
け
て
い
ま
す
。　
２１

年
度
前
期
分
報
奨
金
の
交
付
申
請

を
次
の
通
り
受
け
付
け
ま
す
。

　
【
対
象
団
体
】市
内
在
住
の
方
で

構
成
す
る
自
治
会
・
子
ど
も
会
・

婦
人
会
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
（
団
体
が

確
認
で
き
る
規
約
、
名
簿
等
を
持

参
の
上
、
提
示
し
て
く
だ
さ
い
）

　
【
報
奨
金
交
付
額
】回
収
実
績
量

に
応
じ
て
１
㌔
㌘
当
た
り　

円
１０

　
【
申
請
日
時
】８
月
３
日（
月
）～

　

日
（
金
）
の
午
前
９
時
～
午
後

１４５
時（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

　
【
申
請
会
場
】市
役
所
５
階
５
０

１
会
議
室

　

※
申
請
の
際
、
回
収
業
者
か
ら

の
集
団
回
収
実
施
報
告
書
、
代
表

者
の
認
め
印（
ス
タ
ン
プ
式
不
可
）、

振
り
込
み
先
の
金
融
機
関
（
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
の
場
合
は
店
名
の
数
字

と
７
け
た
の
口
座
番
号
が
必
要
）

の
通
帳
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い

（
郵
送
不
可
）。

　
【
申
請
対
象
期
間
】　

年
度
の
申

２１

請
受
け
付
け
対
象
は
、　

年
１
月

２０

以
降
の
回
収
実
施
報
告
書
で
す

　

※
報
奨
金
交
付
申
請
書
は
、
申

請
会
場
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
ご
み
対
策
課
緯
４
７

３
・
２
１
１
７
へ
。

す
。
当
日
直
接
、
各
集
合
場
所
へ

来
場
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
小
雨
決
行
（
荒
天
の
場
合
は

人
等
に
つ
い
て
、
苦
情
や
意
見
・

要
望
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。「
行
政
相

談
委
員
」
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣

か
ら
委
嘱
さ
れ
た
民
間
有
識
者
で
、

身
近
な
と
こ
ろ
で
活
躍
し
て
い
ま

す
。
相
談
費
用
は
、
無
料
で
す
。

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
【
開
設
日
時
】８
月　

日（
金
）午

２１

後
１
時
半
～
４
時

　
【
開
設
場
所
】
ザ
・
プ
ラ
イ
ス

（
旧
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
ド
ー
）
滝
山

店
（
滝
山
四
丁
目
）
正
面
（
北
口
）

入
り
口
横

　
【
行
政
相
談
委
員
】小
山
正
勝
氏

（
小
山
、
緯
４
７
１
・
３
９
５
５
）、

篠
宮
松
美
氏
（
南
町
、
緯
４
６
５
・

１
８
３
９
）、
岡
部
佳
子
氏
（
幸
町
、

緯
４
７
４
・
０
３
７
９
）

　

詳
し
く
は
生
活
文
化
課
人
権
・

市
民
相
談
担
当
緯
４
７
０
・
７
７

３
８
へ
。

　

国
・
都
・
市
等
の
行
政
機
関
や

Ｊ
Ｒ
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
等
の
公
共
性
の
高

い
法
人
、
公
的
行
政
機
関
か
ら
委

任
さ
れ
補
助
金
を
受
け
て
い
る
法

　

年
４
月
以
降
の
離

２０婚
時
に
お
け
る 

厚
生
年
金
の
分
割

 　

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険

者
の
配
偶
者
が
あ
る
厚
生
年
金

被
保
険
者
が
負
担
し
た
保
険
料

は
、
夫
婦
が
共
同
し
て
負
担
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
法
律
に

明
記
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、　

年
４
月
１
日
以
降
に
離

２０

婚
等
が
成
立
し
た
場
合
は
、
第

３
号
被
保
険
者
か
ら
の
請
求
に

よ
り
、
４
月
以
降
の
第
３
号
被

保
険
者
期
間
に
対
す
る
第
２
号

被
保
険
者
の
厚
生
年
金
の
保
険

料
納
付
記
録
を
、
自
動
的
に
２

分
の
１
に
分
割
（
３
号
分
割
）

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

な
お
、　

年
３
月
以
前
の
婚

２０

姻
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
事
者

間
の
合
意
ま
た
は
裁
判
手
続
き

に
よ
り
決
定
さ
れ
た
割
合
（　
５０

舒
上
限
）
に
よ
り
分
割
す
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

　

社
会
保
険
事
務
所
で
は
、
年

金
分
割
の
た
め
に
必
要
な
割
合

等
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

厚
生
年
金
被
保
険
者
が
婚
姻

期
間
を
計
算
の
基
礎
と
す
る
障

害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ

る
場
合
に
は
、
保
険
料
納
付
記

録
の
分
割
に
よ
り
障
害
厚
生
年

金
の
額
が
低
下
し
て
し
ま
う
こ

と
か
ら
、
こ
の
場
合
は
「
３
号

分
割
」
に
よ
る
分
割
は
で
き
ま

せ
ん
。

　

年
金
分
割
は
、
原
則
と
し
て
、

離
婚
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
２

年
以
内
に
請
求
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

離
婚
時
の
厚
生
年
金
の
分
割

制
度
に
関
し
て
詳
し
く
は
、
ね

ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
緯
０
５
７

０
・　

・
１
１
６
５
ま
た
は
武

０５

蔵
野
社
会
保
険
事
務
所
緯
０
４

２
２
・　

・
１
４
１
１
へ
。

５６

　

Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は

緯　

・
６
７
０
０
・
１
１
６
５

０３
へ
。

【
受
付
時
間
】
平
日
の
午
前
８

時
半
～
午
後
５
時　

分
（
た
だ

１５

し
、
月
曜
日
は
午
後
７
時
ま
で

延
長
）。第
２
土
曜
日
は
午
前
９

時
半
～
午
後
４
時
（
祝
日
、　
１２

月　

日
～
１
月
３
日
は
利
用
い

２９
た
だ
け
ま
せ
ん
）

路上喫煙禁止区域
が禁止区域です

所得制限額が
据え置かれます
心身障害者福祉手当
障 害 者 福 祉 手 当
特別障害者手当等

資
源
回
収
報
奨
金

前
期
分
の
交
付
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

ポ
イ
捨
て
の
な
い

　

き
れ
い
な
ま
ち
の
た
め
に

～
環
境
美
化
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ

　
　
　

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施

特
設
行
政
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

５４３２１０
扶養親族等の

数（人）
所得の区分

５,５０４５,１２４４,７４４４,３６４３,９８４３,６０４所　得本　　　　人

７,３８８７,１７５６,９６２６,７４９６,５３６６,２８７所　得扶養義務者等

 障害者手当等所得制限限度額表 （単位：千円）

活　動　時　間
（集合時間）

活　動　場　所
（集合場所）

日　程

午前７時～８時

（午前６時４０分）

東久留米駅周辺

（西口ひろば）

８月４日（火）

午前７時半～８時半

（午前７時１０分）

滝山交番周辺

（ザ・プライス〈旧イトーヨーカ

ドー〉滝山店前）

午後７時～８時

（午後６時４０分）

東久留米駅周辺

（西口ひろば）

８月５日（水）

午後３時～４時

（午後２時４０分）

滝山交番周辺

（ザ・プライス〈旧イトーヨーカ

ドー〉滝山店前）

環境美化マナーアップキャンペーン活動日程


